
市税事務所の開設について 
 

 札幌市では、平成 22 年 10 月 12 日（火）より、各区役所などで行っていた税務事務を統

合し、5つの市税事務所を開設します。これに伴い、市税の窓口が区役所と大通バスセンタ

ービル 2号館から「市税事務所」に変わります。 

 なお、一部の市税証明については、引き続き区役所でも交付できます。 

 

１ 概要 

 ⑴ 開設日 

   平成 22 年 10 月 12 日（火） 

 ⑵ 名称・所在地・所管区域 

名称 所在地 所管区域 

札幌市中央市税

事務所 

札幌市中央区北 2条東 4丁目 

サッポロファクトリー2条館 4 階 
中央区※ 

札幌市北部市税

事務所 

札幌市中央区北 4条西 5丁目 

アスティ 45 9 階 
北区・東区 

札幌市東部市税

事務所 

札幌市厚別区大谷地東 2丁目 4番 1号

札幌市交通局本局庁舎 1 階・2階 
白石区・厚別区 

札幌市南部市税

事務所 

札幌市豊平区平岸5条 8丁目 2番 10号

イースト平岸 2 階～4階 

豊平区・清田区 

・南区 

札幌市西部市税

事務所 

札幌市西区琴似 3条 1丁目 1番 20 号 

コトニ 3・1ビル 2 階 
西区・手稲区 

※ 個人の市民税（給与からの特別徴収に係るものに限る。）、法人市民税、固定資産税

（償却資産に係るものに限る。）、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び事業所税につ

いては、本市の全部の区域を所管する。 

 

２ 目的 

 ⑴ 税務事務の機能強化と効率化の実現 

   集約による規模の効果を活かし、課税客体の補捉や滞納整理事務などをこれまで以上

に強化するとともに、事務の効率性を高め、コスト削減を進める。 

 ⑵ 市民からの信頼向上 

   税務事務の機能強化と効率化の実現により、納税者へのよりきめ細かい対応が可能と

なる。今まで以上に公平で適正な課税と納税の推進を図ることで、市民からの信頼の向

上を目指す。 
 
 



３ 市税証明の交付場所と交付できる市税証明の種類 

  市税事務所および市役所 2階市税証明窓口では全ての市税証明を交付できる。 

  また、次の市税証明については、10 月 12 日以降も引き続き各区役所・出張所において

交付することができる。 

 ⑴ 個人の市・道民税の課税証明、納税証明および市・道民税証明（所得証明） 

 ⑵ 個人の固定資産税・都市計画税の課税証明および納税証明 

 ※ 古い年度の証明、未納のある場合の証明など、各区役所・出張所では交付できない証

明については次表参照。 

各区役所・出張所で交付できる市税証明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

×
　　課税証明・納税証明(但し「４」の場合を除く)

１　個人の市・道民税証明（所得証明） ○ ○ ○※ ×

２　個人の市・道民税の
○ ○ ○※ ×

　　課税証明・納税証明(但し「４」の場合を除く)

３　個人の固定資産税・都市計画税の
○ ○ ×

４　次に該当する納税証明

× × ×

　⑶　軽自動車税の納税証明

×
　⑴　未納のある場合の納税証明

　⑵　納税証明（指名願）

　⑷　酒類販売業免許申請用証明書

５ その他の市税証明
× × × ×

　(固定資産評価証明、法人の課税証明・納税証明など)

○：可能　　×：不可 （市税事務所および市役所2階市税証明窓口で交付します。）

(22年度) (21年度) (20年度) (19年度以前)

市税証明の種類
各区役所・出張所における交付の可否
今年度 前年度 2年度前 3年度以上前

※ 　２年度前の証明について、１月中旬以降は区役所・出張所で交付できません。市税事務所および市役所2階
市税証明窓口で交付します。

４ 開所式 

  市税事務所開設日に開所式を行う。 

 ⑴ 日時 

   平成 22 年 10 月 12 日（火） 

   午前 8時 30 分頃 

 ⑵ 場所 

   札幌市中央市税事務所（中央区北 2条東 4丁目 サッポロファクトリー2条館 4階） 

 ⑶ 内容（予定） 

   看板除幕、市長挨拶など 

 

 

問い合わせ先 

財政局税制部税制課（調査担当） 遠藤 

電話：211-3091 







●区役所リフレッシュ推進事業の実施について 
 
各区役所において、税務事務所の設置を機に、「区役所リフレッシュ推進事業」を実施し

ます。これは、待合スペースの拡充や庁舎案内の工夫などにより、区役所の見た目も中身

もリフレッシュすることで、更なる市民サービス向上を目指す事業です。 
 

 

１ 基本コンセプト 

 区役所で 3C の実現を目指す 

Convenient…来庁された方に分かりやすく便利に使っていただく 

C h e e r f u l…各種相談や手続きをしていただくことにより日常生活のさまざまな問

題を解決し元気になっていただく 

Comfortable…来庁された方にとってだけではなく、働いている職員にも心地よい空

間にする 

 

２ 事業概要 

 (1) 取り組み内容 

・待合スペースの拡充 

・全区でデザインを統一した、より分かりやすい案内サインの設置 

・課の配置を工夫することによる利便性の向上 

・相談カウンターの拡大や間仕切りの拡充、相談室の充実などによるプライバシーへの配慮 

・一時的に庁舎案内（コンシェルジュ）を配置 

・市政情報の提供スペースの拡充、小中学生向けに市政情報を提供するスペースの設置 

・戸籍住民課で所得証明や納税証明などの交付を実施 

・中央区および東区に職業相談コーナーを設置（その他の区は設置済み） 

 

(2) 実施時期 

中央区 10 月 18 日以降  豊平区 10 月 25 日以降 

北区 11 月 8 日以降  清田区 11 月 1 日以降 

東区 11 月 15 日以降  南区 11 月 15 日以降 

白石区 11 月 1 日以降  西区 11 月 22 日以降 

厚別区 11 月 22 日以降  手稲区 11 月 29 日以降 

※ 各区役所の大規模なレイアウト変更工事を伴うため、各種端末の移設やその再起

動の確認作業が膨大であることや、各区役所における電話回線・電気回線の保守業

者の重複などにより、1週に 1～2区しか変更工事することができない。 

 

 (3) 関係予算 

    312,000 千円 



３ レイアウト変更イメージ（例：中央区） 

[3F　現状図] [3F　変更図]

[2F　現状図] [2F　変更図]

[1F　現状図] [1F　変更図]

E

V

階段

正面玄関

階段
階段

E

V

階段

階段
階段

E

V

階段

階段

階段

階段

階段

正面玄関

階段
階段

E

V

E

V

E

V

階段
階段

階段

保険年金課

課税課

広聴係 会計係

パンフレットコーナー

保健福祉課

課税課

納税課

保護課

戸籍住民課

総務

企画課

会議

室等

戸籍住民課

保健福祉課

会議室等

広聴係
会計係

情報提供スペース

税証明窓口

保険年金課

会議

室等

会議室等

保護課

待合スペースの拡充

待合スペースの拡充

保健福祉部関係課を並列

総務

企画課

職業相談コーナー設置

拡充

相談室の拡充

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各課の色わけについては、案内サインに表示する色と同じ色 

４ 案内サイン例 

 

 

 

問い合わせ先 

市民まちづくり局 

地域振興部区政課  蔀・岩田 

電話：211－2252
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